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広島県教育委員会における障害者の雇用状況について 

令和７年12月24日 

総 務 課 

１  要旨 

 令和７年度における本県教育委員会の障害者雇用に係る状況や、今後の取組を

報告する。 

２  障害者の雇用状況（令和７年６月１日現在） 

  

○ 障害者の実雇用率は２.80％となり、昨年度（２.72％）に比べて０.０８ポイン

トの上昇 

○ この比率は、法定雇用率（２.７0％（現時点の都道府県等の教育委員会の法定雇用

率））を０.１ポイント上回っている 
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３  これまでの取組状況 

（１）  教職員としての採用 

・ 教員採用試験の特別選考について、それまでの「身体障害者」に加え、「精神

障害者」、「知的障害者」を対象とした試験を実施 【令和元年度～】 

・ 行政職員採用試験について、これまでの「身体障害者」に加え、「精神障害

者」、「知的障害者」を対象とした試験を実施 【令和２年度～】 

（２） ワークサポートステーションの設置とそのスタッフとしての雇用 

・ 教育委員会事務局内に「ワークサポートステーション（障害のある会計年度任用

職員を集中配置して、印刷、データ入力、発送などの業務を実施）」を設置し、障害者を

「ワークサポート職員」として雇用するとともに、「業務支援員（「ワークサポート職

員」、「学校事務アシスタント」の業務を支援）」を配置 【平成３０年度～】 

・ 地方機関（西部教育事務所・芸北支所、東部教育事務所、北部教育事務所）、教育機関

（教育センター、図書館、福山少年自然の家、歴史民俗資料館、歴史博物館）において、障

害者を「ワークサポート職員」として雇用 【令和元年度～】 

（３） 学校事務アシスタントとしての雇用 

・ 各県立学校（高等学校・特別支援学校）において、障害者を「学校事務アシスタン

ト（教職員の教務補助、授業準備支援、図書館業務補助、事務室業務補助、校内環境整備な

どの業務を実施）として雇用 【令和元年度～】 

・ 大規模校など、一部の県立学校においては、「学校事務アシスタント」を複数

雇用 【令和２年度～】 

 

４  今後の予定及び対応 

令和８年７月１日から、都道府県等の教育委員会の法定雇用率が２．９％に引き

上げられることから、次年度、ワークサポート職員や学校事務アシスタントの配置

を拡充することにより、障害者雇用の促進を図り、法定雇用率を達成する。 

また、引き続き、障害のある方の就業の定着を図るとともに、働きやすい就労環

境の整備に努める。 


